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１宿泊税の使途について
(１)先行導入自治体の事例（長崎市）
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令和８年２月１２日 第３回宿泊税検討委員会資料



１宿泊税の使途について
(１)先行導入自治体の事例（金沢市）
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令和８年２月１２日 第３回宿泊税検討委員会資料
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１宿泊税の使途について

(２) 白浜町における使途の方針
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白浜町における宿泊税の使途については、「白浜温泉街活性化構想推進計画」の基本方針や基本目
標を踏まえ、旅行者の満足度や利便性、快適性を高めるなど、住民生活と調和した持続可能な観光の
振興を図る施策を実施していく。

【白浜温泉街活性化構想推進計画 基本方針】 【白浜温泉街活性化構想推進計画 基本目標】
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１宿泊税の使途について

(３) 宿泊税の活用
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観光振興を図るための施策として、その施策の目的を明確にし、常に効果検証を繰り返しながら、
より効果的な活用をすることが重要であり、そうすることにより、納税者である宿泊者はもとより地
域の宿泊事業者や関係団体、地域住民の理解も得られるものと思われる。

住民満足度の向上
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１宿泊税の使途について

（３) 宿泊税の活用
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宿泊税の導入に際し、宿泊税の使途の一部として、特別徴収義務者の負担軽減や宿泊税の持続的な
賦課徴収のために必要な宿泊税徴税経費への充当を位置付ける。

宿泊税の使途については、宿泊事業者、宿泊客及び地域住民に説明しやすい、分かりやすいものと
し、宿泊者の満足度を高めるための取り組みとして、また間接的に地域住民にも恩恵が受けられるよ
う関係事業者からの意見もあわせて検討し、事業実施に取り組むことが求められる。

また、災害対応等有事への備えや施策実現のための年度間調整等を見据え、宿泊税収の一定額を基
金として積み立てることも想定される。

観光振興にかかる宿泊税活用事業の事業例は次のとおり。

特別徴収交付金 ・納期限内納入額の３％を宿泊施設へ交付

システム整備費等補助金 ・宿泊税導入に伴うシステム改修等経費への補助
上限１００万円（５０万円まで全額補助、超える部分は1/2補助）

宿泊税システム管理費 ・宿泊税の賦課、収納を管理するためのシステムの維持管理に係る経費


